
 

 

 

令和 6 年 12 月 2 日から健康保険証の新規発行が廃止となり、マイナンバーカード（マイナ保険証）

の利用が本格化されます。これに伴って、加入している健康保険の確認のために提出いただく書類が次

のとおり変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

◆マイナ保険証（マイナンバーカード）では、申請受付窓口で健康保険情報を確認することが

困難であるため、上記の書類での提出をお願いします。 

◆保険者から交付される「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」は、廃棄せずに保管して 

ください。 

 

【(2)資格確認書 イメージ】              【(4)マイナポータルから印刷した資格情報 イメージ】  

マイナ保険証をお持ちでない方や、ご高齢等の理由に                       

よりマイナ保険証での受診が困難な方に交付されます。      

 

 

 

【(3)資格情報のお知らせ イメージ】 
被保険者資格の情報が記載されたもので、保険 
者から交付されます。 

 
 

従来の提出書類 令和 6 年 12月 2 日以降の提出書類（いずれか１つ） 

 

 

健康保険証 写し 

(1)健康保険証 写し（有効期間内のもの） 

(2)資格確認書 写し 

(3)資格情報のお知らせ 写し（右下箇所を切り取る前の全ての

項目がわかるもの） 

(4)マイナポータルの資格情報を印刷したもの（「区分」～「裏面」

までが分かるように印刷してください。） 

 

令和 6 年 12 月 2 日からの特定医療費（指定難病）各種手続き 

における健康保険の確認に必要な提出書類について 

 

 

      

 

＜ダウンロードしたもの＞ 

＜スクリーンショットしたもの＞ 


